
【後期高齢者医療】

問い合わせ先
鏡野町健康増進課　　　　　　　電話（0868）54-2025
岡山県後期高齢者医療広域連合　電話（086）245-0090

被保険者証の更新について
現在お持ちの被保険者証の有効期限は

平成22年７月31日です。
○保険証の更新
　後期高齢者医療被保険者証（被保険者証）は毎年８
月で更新されますので、７月下旬に新しい被保険者証
を送付いたします。８月以降に医療機関などで受診さ
れる際には、必ず新しい被保険者証を窓口に提示して
ください。
○一部負担金の割合の見直し
　医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、
所得区分に応じて決まります。所得区分は前年の所得
により毎年判定し見直しをするため、新しい被保険者
証では、割合が変更されている場合があります。

【一部負担金の割合】

限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
現在お持ちの減額認定証の有効期限は

平成22年７月31日です。
○減額認定証の更新
　所得区分が低所得者ⅡまたはⅠの被保険者の人が入
院される際に、申請により交付される後期高齢者医療
限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）を、
医療機関などに提示することで、窓口で支払う入院代
は自己負担限度額までとなり、１食あたりの食事代も
減額されます。現在、減額認定証をお持ちで、８月以
降も所得区分が低所得者ⅡまたはⅠとなる場合には、
新しい減額認定証を保険証に同封し、７月下旬に送付
いたしますので、申請の手続きは必要ありません。
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